
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人香川大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について  

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成25年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長 なし

理事 なし

理事（非常勤） なし

監事 なし

当大学法人が定める役員に支給する期末特別手当（ボーナス）において、学長は、国立大学法人評

価委員会が行う業績評価の結果及び各役員の在職期間における職務実績を総合的に勘案し、経営

協議会の議を経て、期末特別手当の額を、100分の10の範囲内で、これを増額又は減額することがで

きると定めている。平成２５年度については、国立大学法人評価委員会の業績評価及び各役員の職

務業績を勘案し、特段の増減は行わなかった。

香川大学は、世界水準の教育研究活動により、創造的で人間性豊かな専門職業人・研究者を養成

し、地域社会をリードするとともに共生社会の実現に貢献するという理念に基づき、教育研究の質のさ

らなる高度化を図り、国内外の多様な分野において指導的役割を果たす人材を育成することを使命と

しており、香川大学構想会議を基盤として、初年次教育の学士課程教育の改革、他大学との教育連

携の推進、特別教育プログラムの創設、学系制の導入及び地（知）の拠点整備事業（COC）等を学長

のリーダーシップの下で推進している。

そうした中で、香川大学の学長は、職員数約2,700名の法人の代表として、その業務を総理するとと

もに、校務を司り、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任者の職務を同時に担っている。

学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬3,069万円と比較した場合、

それ以下であり、また、事務次官の年間給与額2,044万円と比べても、それ以下となっている。

香川大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえ

て決定しているが、学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上であると言え、こ

れまでの各年度における業績評価の結果を勘案したものとしている。

また、近隣の（←）総合大学の長の報酬水準と同水準又はそれ以下となっている。

こうした職務内容の特性や近隣の総合大学との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられ

る。

【主務大臣の検証結果】
職務内容の特性や業務の実績、国家公務員指定職適用官職、民間企業との比較などを考慮すると、
法人の長の報酬水準は妥当であると考える。
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監事（非常勤） なし

２　役員の報酬等の支給状況

平成25年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

14,452 10,654 3,797
（　　　　）

※

千円 千円 千円 千円

5,675 4,201 1,421 53
（通勤）

9月30日

千円 千円 千円 千円

5,647 4,201 1,421 24
（通勤）

9月30日

千円 千円 千円 千円

5,661 4,201 1,421 39
（通勤）

9月30日

千円 千円 千円 千円

5,774 4,201 1,573
（　　　　）

10月1日

千円 千円 千円 千円

5,786 4,201 1,573 12
（通勤）

10月1日

千円 千円 千円 千円

6,375 3,897 1,634
561
282

（地域保障）
（単身赴任）

10月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

11,962 8,716 3,112 133
（通勤）

千円 千円 千円 千円

10,669 7,795 2,778 95
（通勤）

千円 千円 千円 千円

1,040 1,040
（　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　　　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注３：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。
注４：「地域保障手当」とは、前任地で民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する職
　　　　員に支給される手当を支給されていた者が、引き続き採用となった場合に報酬を調整するために２年
　　　　間、支給されているものである。

前職

H監事

I監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

G理事

法人の長

A理事

B理事

C理事

D理事

E理事

F理事
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３　役員の退職手当の支給状況（平成25年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注１：「摘要」欄には、具体的な業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った事由を記入する。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

監事A

法人の長

理事A

法人での在職期間 摘　　要
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

国家公務員の給与制度に準拠した本給表及び毎年の人事院勧告を参考にして、社会
一般の情勢に適合したものとなるよう支給基準を定めている。

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２５年度における給与制度の主な改正点

　・平成２５年４月１日において３７歳・３８歳の職員で，平成２０年度の昇級で抑制を受けている
　　職員の号俸を１号俸上位に調整する改正
　・学内組織の整備に伴う改定として，管理職手当にかかる支給対象役職及び区分の改正
　・大学教員の入試手当の支給要件の範囲の改正
　・手術部看護職員に対する手術部看護手当の新設　月額18,500円

　 　・教職調整給が支給されている職員に対する併給調整の明文化
　・香川県の「知事等の給与の特例に関する条例等の一部改正する条例が成立したことに伴い，
　　　附属学校教諭に対して以下の措置を講ずることとした
　　　実施期間：平成２５年１１月１日から平成２６年３月３１日
　　　俸給表関係の措置の内容：職務の級別による本給月額の減額
　　　（▲９％，▲７％，▲６％，▲３％）
　　　諸手当の措置：管理職手当（▲８％）

6月1日及び12月1日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対
し、人事評価対象事務系職員については、評価回数を年２回（上期・下期）
としていることから、基準日以前6か月以内の期間における評価制度の結果
等により、それぞれ支給割合を決定。教員評価対象職員については、評価
回数を年１回（年度終了後）としていることから、12月期に前年度の評価結
果等により支給割合を決定（6月期については、評価結果を反映しない。）。

昇給
年1回（7月1日）評価制度の結果等により、Ａ～Ｅの5段階の昇給区分に決
定の上、昇給。（標準を４号俸として８号俸の幅で決定）

昇格・降格
昇格：勤務成績が特に良好で、かつ昇格基準を満たしている職員は上位の
職務の級に決定。降格：勤務成績が不良な場合は、下位の級に決定。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

賞与：勤勉手当
（査定分）

制度の内容

運営費交付金における業務費・人件費の割合を堅持しつつ、中期計画に基づく人件費

枠の有効な配分を勘案し、新たな社会的ニーズに迅速・適切に対応できるよう人員配置を
行い、適正な人件費の管理に努める。

事務系職員には、本学が独自に定めた人事評価制度に基づく個人評価（業績・能力）
の結果を昇給・昇格・降格及び賞与に反映させている。

また、教員についても、教員評価（教育・研究・社会貢献・運営）の結果を昇給及び賞与に
反映させている。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,537 42.8 5,796 4,377 55 1,419
人 歳 千円 千円 千円 千円

336 43.2 4,920 3,743 64 1,177
人 歳 千円 千円 千円 千円

542 48.2 7,371 5,537 55 1,834
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 36.0 5,779 4,547 43 1,232
人 歳 千円 千円 千円 千円

419 36.7 4,597 3,475 45 1,122
人 歳 千円 千円 千円 千円

105 37.7 4,703 3,561 44 1,142
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 53.8 4,887 3,719 41 1,168
人 歳 千円 千円 千円 千円

24 44.0 7,060 5,329 107 1,731
人 歳 千円 千円 千円 千円

70 40.9 6,375 4,812 59 1,563

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 56.8 5,308 4,027 52 1,281
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 61.2 8,372 6,493 228 1,879

人 歳 千円 千円 千円 千円

63 40.9 3,787 3,243 55 544
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 42.8 2,856 2,257 48 599
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 44.5 5,730 4,415 105 1,315
人 歳 千円 千円 千円 千円

22 28.9 3,260 3,260 38 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 43.6 4,717 3,585 51 1,132
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 62.8 2,903 2,431 74 472
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 47.8 3,144 2,394 57 750
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

＜常勤職員について＞

注1　常勤職員については、在外職員、任期付き職員及び再任用職員を除く。
注2　技能・労務職種とは、ボイラー技士、医療機器操作員、動物飼育員、実験助手及び調理師である。
注3　教育職種（附属学校教員）には、附属特別支援学校教員を含む。
注4　教育職種（附属義務教育学校教員）には、附属幼稚園教員を含む。
注5　その他医療職種（看護師）とは、保健管理センターの保健師である。
注6　その他とは、該当者が少数であり、独立した職種としての公表が不適当な職員である。

常勤職員

技能・労務職種

民間出向職員

医療職種
（病院医療技術職員）

再採用職員

技能・労務職種

うち賞与平均年齢
平成25年度の年間給与額（平均）

総額
区分

事務・技術

うち所定内人員

医療職種
（病院医師）

その他医療職種
（看護師）

その他

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

教育職種
（附属義務教育学校

教員）

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

教育職種
（附属高校教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

非常勤職員
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＜在外職員、任期付職員及び再任用職員について＞
注：在外職員、任期付職員及び再任用職員の各区分については、該当者がないため記載を省略した。

＜非常勤職員について＞
注1：技能・労務職員とは、調理師である。
注2：医療職種（病院医療技術職員）及び民間出向職員については、該当者が2人のため、当該個人に関する

情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

局長 1 － －

部長 4 55.5 － 8,021 －

課長 26 53.2 6,555 6,864 7,326

課長補佐 40 53.1 5,372 5,689 5,982

係長 106 47.9 5,014 5,169 5,341

主任 80 39.9 4,047 4,439 4,860

係員 79 31.0 3,180 3,544 3,915

注１：局長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢及び

年間給与の平均額は表示していない。

注２：部長の該当者は４人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給与額の

第１・第３分位については表示していない。

注３：「課長」には、課長相当職である「リーダー」を含む。

注４：「課長補佐」には、課長補佐相当職である「サブリーダー」及び「専門員」を含む。

注５：「係長」には、係長相当職である「チーフ(Ⅲ)」及び「専門職員」を含む。

注６：「主任」には、主任相当職である「チーフ(Ⅱ)」を含む。

注７：「係員」には、係員相当職である「グループ員」を含む。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔在外職
員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均人員分布状況を示すグループ 平均年齢

0
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40
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60

70

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給

与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円
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注：年齢28～31歳の該当者は１人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

年間給与については表示していない。

（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

教授 228 54.8 8,063 8,483 8,869

准教授 150 44.7 6,492 6,940 7,426

講師 42 44.2 6,112 6,627 6,991
助教 107 40.2 5,603 5,933 6,313
助手 5 54.5 5,759 5,807 5,879
教務職員 10 46.3 4,460 4,760 5,077

人員 平均分布状況を示すグループ 平均年齢

0
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2,000

3,000

4,000
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9,000
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２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員））
人

千円
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（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

看護部長 1 － －

副看護部長 4 54.0 － 6,402 －

看護師長 24 50.4 5,855 6,073 6,324
副看護師長 54 47.0 5,419 5,665 5,939
看護師 336 33.8 3,593 4,237 4,846
注１：「看護師」には，看護相当職である「助産師」を含む。

注２：看護部長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

平均年齢及び年間給与の平均額は表示していない。

注３：副看護部長の該当者は４人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均
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人
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③

（事務・技術職員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的 主任 係長 課長補佐 課長
な職位 係員 主任 係長 課長補佐

人 人 人 人 人 人

336 16 75 174 32 23
（割合） (4.8%) (22.3%) (51.8%) (9.5%) (6.8%)

歳 歳 歳 歳 歳

26 42 56 59 57
～ ～ ～ ～ ～

24 27 34 47 41
千円 千円 千円 千円 千円

2,512 3,628 4,400 4,563 6,100

～ ～ ～ ～ ～

2,045 2,293 2,722 3,828 4,295
千円 千円 千円 千円 千円

3,184 4,672 5,775 6,110 7,824

～ ～ ～ ～ ～

2,667 3,006 3,571 5,101 5,771

区分 ６級 ７級 ８級

標準的 部長
な職位 課長

人 人 人

11 4 1
（割合） (3.3%) (1.2%) (0.3%)

歳 歳 歳

59 58

～ ～ ～

44 49
千円 千円 千円

6,382 6,637

～ ～ ～

5,140 5,597
千円 千円 千円

8,339 8,916

～ ～ ～

6,811 7,292

注１：「係員」には、係員相当職である「グループ員」を含む。

注２：「主任」には、主任相当職である「チーフ（Ⅱ）」を含む。

注３：「係長」には、係長相当職である「チーフ（Ⅲ）」及び「専門職員」を含む。

注４：「課長補佐」には、課長補佐相当職である「サブリーダー」及び「専門員」を含む。

注５：「課長」には、課長相当職である「リーダー」を含む。

注６：８級における該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

部長

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

 職級別在職状況等（平成２６年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

人員

年間給与
額(最高～

最低)

係員

部長

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)
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（教育職員（大学職員））

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的 助教
な職位 助手

人 人 人 人 人 人

542 10 112 42 150 228
（割合） (1.8%) (20.7%) (7.7%) (27.7%) (42.1%)

歳 歳 歳 歳 歳

57 64 59 63 69

～ ～ ～ ～ ～

35 30 33 32 40
千円 千円 千円 千円 千円

4,109 5,442 6,102 6,629 8,225
～ ～ ～ ～ ～

3,372 3,123 3,760 3,728 4,204
千円 千円 千円 千円 千円

5,367 6,933 7,944 8,509 10,972

～ ～ ～ ～ ～

4,371 4,078 5,058 5,012 5,948

（医療職員（病院看護師））

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的 看護師長 副看護部長

な職位 副看護師長 看護師長
人 人 人 人 人 人

419 該当者なし 336 58 23 1
（割合） (　　%) (80.2%) (13.8%) (5.5%) (0.2%)

歳 歳 歳 歳 歳

57 58 58

～ ～ ～ ～ ～

22 34 41
千円 千円 千円 千円 千円

4,675 4,821 5,137

～ ～ ～ ～ ～

2,270 3,386 4,007
千円 千円 千円 千円 千円

6,162 6,428 6,853

～ ～ ～ ～ ～

3,016 4,419 5,354

区分 ６級

標準的
な職位

人

1
（割合） (0.2%)

歳

～

千円

～

千円

～

注１：「看護師」には、看護師相当職である「助産師」を含む。

注２：５級及び６級における該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

教務職員

所定内給
与年額(最
高～最低)

看護師 副看護部長

年間給与
額(最高～

最低)

講師

看護部長

人員

年齢（最高
～最低）

准教授 教授

准看護師

人員

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

- 11 -



④

（事務・技術職員）
夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

63.4 65.8 64.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.6 34.2 35.4

％ ％ ％

         最高～最低 32.7～48.1 30.2～45.2 31.4～46.3

％ ％ ％

65.1 67.6 66.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.9 32.4 33.6

％ ％ ％

         最高～最低 32.2～37.7 29.3～37.7 30.9～37.1

（教育職員（大学教員））
夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

65.5 64.7 65.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.5 35.3 34.9

％ ％ ％

         最高～最低 32.8～44.8 30.7～44.8 31.9～44.8

％ ％ ％

66.1 66.7 66.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 33.9 33.3 33.6

％ ％ ％

         最高～最低 31.7～37.7 29.9～45.1 31.1～40.4

（医療職員（病院看護師））
夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低

％ ％ ％

64.6 67.2 66.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.4 32.8 34.0

％ ％ ％

         最高～最低 31.4～37.7 29.8～35.0 31.0～36.3

注：医療職員（病院看護師）における管理職員は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの

あることから、記載していない。

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（平成２５年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一般
職員

区分

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）
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⑤

（事務・技術職員）

82.1

92.3

（教育職員（大学職員））

92.1

（医療職員（病院看護師））

102.1

95.3

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

対国家公務員（行政職（一））

対他の国立大学法人等（事務・技術職員)

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／教
育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

対他の国立大学法人等（教育職員（大学教員）)

対国家公務員（医療職（三））

対他の国立大学法人等（医療職員（病院看護師）)
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給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 ８９．１

参考 学歴勘案　　　　　　 ８２．５

地域・学歴勘案　　　８９．４

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

　給与水準の適切性の
　検証

講ずる措置

対国家公務員　　８２．１

今後とも，効果的・効率的業務運営の実施を推進し，引き続き給与の適正化
に努める。

指数は国家公務員と比較して低い水準にある。

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　36％
（国からの財政支出額　13,990,872,000円、支出予算の総額
38,478,168,000円：平成25年度予算）

【検証結果】
指数は国家公務員及び他の国立大学に比して低い水準にある。また，人件
費の業務費に占める割合(53.8 %)についても昨年度(55.0%)と同様に低い水
準を保っている。この要因として，高松市は地域手当支給地であるが，本学
は旧香川大学(63歳)と旧香川医科大学(65歳)の教員の定年年齢を65歳に段
階的に統一する財源を確保するために地域手当(3%)を導入していないなど，
長期戦略に基づいた人件費の管理を行っていることが大きい。また，給与に
ついても人事院勧告を参考に改正を行うことにより，民間の給与水準との均
衡を保っている。

内容

【累積欠損額について】
該当無し

【主務大臣の検証結果】給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満と
なっていること等から給与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水
準の維持に努めていただきたい。

指数の状況

項目
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○医療職員（病院看護師）

地域勘案　　　　　　 １０４．４

参考 学歴勘案　　　　　　 １０２．７

地域・学歴勘案　　　１０４．４

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　　　91.4
（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成25
年度の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

　なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との
  給与水準（年額）との比較指標である。

講ずる措置
今後とも，効果的・効率的業務運営の実施を推進し，引き続き給与の適正化
に努める。

対国家公務員　　１０２．１

項目

　給与水準の適切性の
　検証

本法人の給与制度は国家公務員に準じているが、医療職員という職種の特
殊性等から、給与特例法による減額措置に関する削減を実施していないこと
が影響していると考えられる。給与水準は社会情勢に適合し、適正なもので
あると考える。

【累積欠損額について】
該当無し

【主務大臣の検証結果】
法人の看護職員の職員構成と国の職員構成が異なっていること、法人の給
与制度は国家公務員の制度と概ね同様であることから、給与水準は概ね適
正であると考える。

内容

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　36％
（国からの財政支出額　13,990,872,000円、支出予算の総額
38,478,168,000円：平成25年度予算）
【検証結果】
指数は国家公務員とほぼ同じ水準，他の国立大学に比して低い水準にある。
また，人件費の業務費に占める割合(53.8 %)についても昨年度(55.0%)と同様
に低い水準を保っている。この要因として，高松市は地域手当支給地である
が，本学は旧香川大学(63歳)と旧香川医科大学(65歳)の教員の定年年齢を
65歳に段階的に統一する財源を確保するために地域手当(3%)を導入してい
ないなど，長期戦略に基づいた人件費の管理を行っていることが大きい。ま
た，給与についても人事院勧告を参考に改正を行うことにより，民間の給与水
準との均衡を保っている。

指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成25年度）

前年度
（平成24年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

      書の「18役員及び教職員の給与の明細」における非常勤合計額と一致しない。

注２「退職手当支給額」欄は，国の常勤職員に相当する，法人の常勤職員に係る退職手当支給額を

　    計上している。

総人件費について参考となる事項

対前年度比及び増減要因について

　ⅰ) 給与、報酬等支給総額：対前年度比　　　△2.6％

　ⅱ) 最広義人件費：対前年度比　　　0.3％

　ⅲ) 「退職手当支給額」については、国家公務員の退職手当の支給水準の引き下げ」に基づき、

　　　　支給率の引き下げを実施したが前年度に比して，退職者数が増可したこと等により増となった。 

Ⅳ 法人が必要と認める事項
特になし

      る職員に係る費用及び人材派遣に契約に係る費用等をふくんでいるため，財務諸表附属明
細

注１「非常勤役職員等給与」の金額は，寄付金，受託研究費その他競争的資金等により雇用され

(1.4)16,519,021 16,469,086 49,935 225,873

78,705 (10.2)

給与、報酬等支給総額

929,078

(△ 7.8)

(47.5)

10,343,765

(4.9) 584,092166,497 (19.5)

福利厚生費
(4.4)

非常勤役職員等給与
3,572,219 3,405,722

退職手当支給額

△ 270,329

323,571

(△ 2.6)

(8.1)

区　　分

10,073,436

(0.3)

△ 855,303

中期目標期間開始時（平成
22年度）からの増△減比較増△減

1,004,140

最広義人件費

173,5131,869,226 1,790,521

75,062
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